
第４７号議案説明資料 

芦屋市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例新旧対照表 

（下線部分は，改正部分） 

改正案 現 行 

（設備の基準） （設備の基準） 

第29条 小規模保育事業A型を行う事業所（以下「小規模保育事業所A

型」という。）の設備の基準は，次のとおりとする。 

第29条 小規模保育事業A型を行う事業所（以下「小規模保育事業所A

型」という。）の設備の基準は，次のとおりとする。 

(1)～(6) （省略） (1)～(6) （省略） 

(7) 乳児室，ほふく室，保育室又は遊戯室（以下「保育室等」とい

う。）を2階に設ける建物は，次のア，イ及びカの要件に，保育室

等を3階以上に設ける建物は，次に掲げる要件に該当するものであ

ること。 

(7) 乳児室，ほふく室，保育室又は遊戯室（以下「保育室等」とい

う。）を2階に設ける建物は，次のア，イ及びカの要件に，保育室

等を3階以上に設ける建物は，次に掲げる要件に該当するものであ

ること。 

ア 建築基準法（昭和25年法律第201号）第2条第9号の2に規定す

る耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物である

こと。 

ア 建築基準法（昭和25年法律第201号）第2条第9号の2に規定す

る耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物である

こと。 

イ 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ，

同表の中欄に掲げる区分ごとに，それぞれ同表の右欄に掲げる

施設又は設備が1以上設けられていること。 

イ 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ，

同表の中欄に掲げる区分ごとに，それぞれ同表の右欄に掲げる

施設又は設備が1以上設けられていること。 

階 区分 施設又は設備 

2階 常用 1 屋内階段 

2 屋外階段 

避難用 1 建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第123

条第1項各号又は第3項各号に規定する構造の屋内

階段 

2 待避上有効なバルコニー 

階 区分 施設又は設備 

2階 常用 1 屋内階段 

2 屋外階段 

避難用 1 建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第123

条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の

屋内階段 

2 待避上有効なバルコニー 
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改正案 現 行 

3 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造

の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備 

4 屋外階段 

3階 常用 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は第3項各

号に規定する構造の屋内階段 

2 屋外階段 

避難用 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は第3項各

号に規定する構造の屋内階段 

2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋

外傾斜路又はこれに準ずる設備 

3 屋外階段 

4階以上

の階 

常用 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は第3項各

号に規定する構造の屋内階段 

2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する

構造の屋外階段 

避難用 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は第3項各

号に規定する構造の屋内階段（ただし，同条第1項

の場合においては，当該階段の構造は，建築物の1

階から保育室等が設けられている階までの部分に

限り，屋内と階段室とは，バルコニー又は付室（階

段室が同条第3項第2号に規定する構造を有する場

合を除き，同号に規定する構造を有するものに限

る。）を通じて連絡することとし，かつ，同条第3

項第3号，第4号及び第10号を満たすものとする。）

3 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造

の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備 

4 屋外階段 

3階 常用 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3

項各号に規定する構造の屋内階段 

2 屋外階段 

避難用 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3

項各号に規定する構造の屋内階段 

2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋

外傾斜路又はこれに準ずる設備 

3 屋外階段 

4階以上

の階 

常用 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3

項各号に規定する構造の屋内階段 

2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する

構造の屋外階段 

避難用 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3

項各号に規定する構造の屋内階段（ただし，同条

第1項の場合においては，当該階段の構造は，建築

物の1階から保育室等が設けられている階までの

部分に限り，屋内と階段室とは，バルコニー又は

外気に向かって開くことのできる窓若しくは排煙

設備（同条第3項第1号に規定する国土交通大臣が

定めた構造方法を用いるものその他有効に排煙す

ることができると認められるものに限る。）を有

する付室を通じて連絡することとし，かつ，同条
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改正案 現 行 

2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋

外傾斜路 

3 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する

構造の屋外階段 

第3項第2号，第3号及び第9号を満たすものとす

る。） 

2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋

外傾斜路 

3 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する

構造の屋外階段 

ウ イに掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ，か

つ，保育室等の各部分からそのいずれかに至る歩行距離が30メ

ートル以下となるように設けられていること。 

ウ イに掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ，か

つ，保育室等の各部分からそのいずれかに至る歩行距離が30メ

ートル以下となるように設けられていること。 

エ 小規模保育事業所A型の調理設備（次に掲げる要件のいずれか

に該当するものを除く。以下このエにおいて同じ。）以外の部

分と小規模保育事業所A型の調理設備の部分が建築基準法第2条

第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行

令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画されているこ

と。この場合において，換気，暖房又は冷房の設備の風道が，

当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防

火上有効にダンパーが設けられていること。 

エ 小規模保育事業所A型の調理設備（次に掲げる要件のいずれか

に該当するものを除く。以下このエにおいて同じ。）以外の部

分と小規模保育事業所A型の調理設備の部分が建築基準法第2条

第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行

令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画されているこ

と。この場合において，換気，暖房又は冷房の設備の風道が，

当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防

火上有効にダンパーが設けられていること。 

(ｱ) スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のも

のが設けられていること。 

(ｱ) スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のも

のが設けられていること。 

(ｲ) 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けら

れ，かつ，当該調理設備の外部への延焼を防止するために必

要な措置が講じられていること。 

(ｲ) 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けら

れ，かつ，当該調理設備の外部への延焼を防止するために必

要な措置が講じられていること。 

オ 小規模保育事業所A型の壁及び天井の室内に面する部分の仕

上げを不燃材料でしていること。 

オ 小規模保育事業所A型の壁及び天井の室内に面する部分の仕

上げを不燃材料でしていること。 

カ 保育室等その他乳幼児が出入し，又は通行する場所に，乳幼 カ 保育室等その他乳幼児が出入し，又は通行する場所に，乳幼
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改正案 現 行 

児の転落事故を防止する設備が設けられていること。 児の転落事故を防止する設備が設けられていること。 

キ 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報す

る設備が設けられていること。 

キ 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報す

る設備が設けられていること。 

ク 小規模保育事業所A型のカーテン，敷物，建具等で可燃性のも

のについて防炎処理が施されていること。 

ク 小規模保育事業所A型のカーテン，敷物，建具等で可燃性のも

のについて防炎処理が施されていること。 

（設備の基準） （設備の基準） 

第44条 事業所内保育事業（利用定員が20人以上のものに限る。以下

この条，第46条及び第47条において「保育所型事業所内保育事業」

という。）を行う事業所（以下「保育所型事業所内保育事業所」と

いう。）の設備の基準は，次のとおりとする。 

第44条 事業所内保育事業（利用定員が20人以上のものに限る。以下

この条，第46条及び第47条において「保育所型事業所内保育事業」

という。）を行う事業所（以下「保育所型事業所内保育事業所」と

いう。）の設備の基準は，次のとおりとする。 

(1)～(7) （省略） (1)～(7) （省略） 

(8) 保育室等を2階に設ける建物は，次のア，イ及びカの要件に，

保育室等を3階以上に設ける建物は，次に掲げる要件に該当するも

のであること。 

(8) 保育室等を2階に設ける建物は，次のア，イ及びカの要件に，

保育室等を3階以上に設ける建物は，次に掲げる要件に該当するも

のであること。 

ア 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9

号の3に規定する準耐火建築物であること。 

ア 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9

号の3に規定する準耐火建築物であること。 

イ 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ，

同表の中欄に掲げる区分ごとに，それぞれ同表の右欄に掲げる

施設又は設備が1以上設けられていること。 

イ 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ，

同表の中欄に掲げる区分ごとに，それぞれ同表の右欄に掲げる

施設又は設備が1以上設けられていること。 

階 区分 施設又は設備 

2階 常用 1 屋内階段 

2 屋外階段 

避難用 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は第3項各

号に規定する構造の屋内階段 

階 区分 施設又は設備 

2階 常用 1 屋内階段 

2 屋外階段 

避難用 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3

項各号に規定する構造の屋内階段 
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改正案 現 行 

2 待避上有効なバルコニー 

3 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造

の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備 

4 屋外階段 

3階 常用 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は第3項各

号に規定する構造の屋内階段 

2 屋外階段 

避難用 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は第3項各

号に規定する構造の屋内階段 

2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋

外傾斜路又はこれに準ずる設備 

3 屋外階段 

4階以上

の階 

常用 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は第3項各

号に規定する構造の屋内階段 

2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する

構造の屋外階段 

避難用 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は第3項各

号に規定する構造の屋内階段（ただし，同条第1項

の場合においては，当該階段の構造は，建築物の1

階から保育室等が設けられている階までの部分に

限り，屋内と階段室とは，バルコニー又は付室（階

段室が同条第3項第2号に規定する構造を有する場

合を除き，同号に規定する構造を有するものに限

る。）を通じて連絡することとし，かつ，同条第3

項第3号，第4号及び第10号を満たすものとする。）

2 待避上有効なバルコニー 

3 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造

の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備 

4 屋外階段 

3階 常用 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3

項各号に規定する構造の屋内階段 

2 屋外階段 

避難用 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3

項各号に規定する構造の屋内階段 

2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋

外傾斜路又はこれに準ずる設備 

3 屋外階段 

4階以上

の階 

常用 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3

項各号に規定する構造の屋内階段 

2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する

構造の屋外階段 

避難用 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3

項各号に規定する構造の屋内階段（ただし，同条

第1項の場合においては，当該階段の構造は，建築

物の1階から保育室等が設けられている階までの

部分に限り，屋内と階段室とは，バルコニー又は

外気に向かって開くことのできる窓若しくは排煙

設備（同条第3項第1号に規定する国土交通大臣が

定めた構造方法を用いるものその他有効に排煙す

ることができると認められるものに限る。）を有
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改正案 現 行 

2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋

外傾斜路 

3 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する

構造の屋外階段 

する付室を通じて連絡することとし，かつ，同条

第3項第2号，第3号及び第9号を満たすものとす

る。） 

2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋

外傾斜路 

3 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する

構造の屋外階段 

ウ イに掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ，か

つ，保育室等の各部分からそのいずれかに至る歩行距離が30メ

ートル以下となるように設けられていること。 

ウ イに掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ，か

つ，保育室等の各部分からそのいずれかに至る歩行距離が30メ

ートル以下となるように設けられていること。 

エ 保育所型事業所内保育事業所の調理室（次に掲げる要件のい

ずれかに該当するものを除く。以下このエにおいて同じ。）以

外の部分と保育所型事業所内保育事業所の調理室の部分が建築

基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築

基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画され

ていること。この場合において，換気，暖房又は冷房の設備の

風道が，当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する

部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。 

エ 保育所型事業所内保育事業所の調理室（次に掲げる要件のい

ずれかに該当するものを除く。以下このエにおいて同じ。）以

外の部分と保育所型事業所内保育事業所の調理室の部分が建築

基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築

基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画され

ていること。この場合において，換気，暖房又は冷房の設備の

風道が，当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する

部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。 

(ｱ) スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のも

のが設けられていること。 

(ｱ) スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のも

のが設けられていること。 

(ｲ) 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けら

れ，かつ，当該調理室の外部への延焼を防止するために必要

な措置が講じられていること。 

(ｲ) 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けら

れ，かつ，当該調理室の外部への延焼を防止するために必要

な措置が講じられていること。 

オ 保育所型事業所内保育事業所の壁及び天井の室内に面する部

分の仕上げを不燃材料でしていること。 

オ 保育所型事業所内保育事業所の壁及び天井の室内に面する部

分の仕上げを不燃材料でしていること。 
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改正案 現 行 

カ 保育室等その他乳幼児が出入し，又は通行する場所に，乳幼

児の転落事故を防止する設備が設けられていること。 

カ 保育室等その他乳幼児が出入し，又は通行する場所に，乳幼

児の転落事故を防止する設備が設けられていること。 

キ 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報す

る設備が設けられていること。 

キ 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報す

る設備が設けられていること。 

ク 保育所型事業所内保育事業所のカーテン，敷物，建具等で可

燃性のものについて防炎処理が施されていること。 

ク 保育所型事業所内保育事業所のカーテン，敷物，建具等で可

燃性のものについて防炎処理が施されていること。 
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建築基準法施行令新旧対照表 

（下線部分は，改正部分） 

改正後 改正前 

 （避難階段及び特別避難階段の構造）  （避難階段及び特別避難階段の構造） 

第123条 屋内に設ける避難階段は，次に定める構造としなければなら

ない。 

第123条 屋内に設ける避難階段は，次に定める構造としなければなら

ない。 

(1) 階段室は，第4号の開口部，第5号の窓又は第6号の出入口の部

分を除き，耐火構造の壁で囲むこと。 

(1) 階段室は，第4号の開口部，第5号の窓又は第6号の出入口の部

分を除き，耐火構造の壁で囲むこと。 

(2) 階段室の天井（天井のない場合にあつては，屋根。第3項第4号

において同じ。）及び壁の室内に面する部分は，仕上げを不燃材

料でし，かつ，その下地を不燃材料で造ること。 

(2) 階段室の天井（天井のない場合にあつては，屋根。第3項第3号

において同じ。）及び壁の室内に面する部分は，仕上げを不燃材

料でし，かつ，その下地を不燃材料で造ること。 

(3) 階段室には，窓その他の採光上有効な開口部又は予備電源を有

する照明設備を設けること。 

(3) 階段室には，窓その他の採光上有効な開口部又は予備電源を有

する照明設備を設けること。 

(4) 階段室の屋外に面する壁に設ける開口部（開口面積が各々1平

方メートル以内で，法第2条第9号の2ロに規定する防火設備ではめ

ごろし戸であるものが設けられたものを除く。）は，階段室以外

の当該建築物の部分に設けた開口部並びに階段室以外の当該建築

物の壁及び屋根（耐火構造の壁及び屋根を除く。）から90センチ

メートル以上の距離に設けること。ただし，第112条第10項ただし

書に規定する場合は，この限りでない。 

(4) 階段室の屋外に面する壁に設ける開口部（開口面積が各々1平

方メートル以内で，法第2条第9号の2ロに規定する防火設備ではめ

ごろし戸であるものが設けられたものを除く。）は，階段室以外

の当該建築物の部分に設けた開口部並びに階段室以外の当該建築

物の壁及び屋根（耐火構造の壁及び屋根を除く。）から90センチ

メートル以上の距離に設けること。ただし，第112条第10項ただし

書に規定する場合は，この限りでない。 

(5) 階段室の屋内に面する壁に窓を設ける場合においては，その面

積は，各々1平方メートル以内とし，かつ，法第2条第9号の2ロに

規定する防火設備ではめごろし戸であるものを設けること。 

(5) 階段室の屋内に面する壁に窓を設ける場合においては，その面

積は，各々1平方メートル以内とし，かつ，法第2条第9号の2ロに

規定する防火設備ではめごろし戸であるものを設けること。 

(6) 階段に通ずる出入口には，法第2条第9号の2ロに規定する防火

設備で第112条第14項第2号に規定する構造であるものを設けるこ

と。この場合において，直接手で開くことができ，かつ，自動的

に閉鎖する戸又は戸の部分は，避難の方向に開くことができるも

のとすること。 

(6) 階段に通ずる出入口には，法第2条第9号の2ロに規定する防火

設備で第112条第14項第2号に規定する構造であるものを設けるこ

と。この場合において，直接手で開くことができ，かつ，自動的

に閉鎖する戸又は戸の部分は，避難の方向に開くことができるも

のとすること。 
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改正後 改正前 

(7) 階段は，耐火構造とし，避難階まで直通すること。 (7) 階段は，耐火構造とし，避難階まで直通すること。 

2 （省略） 2 （省略） 

3 特別避難階段は，次に定める構造としなければならない。 3 特別避難階段は，次に定める構造としなければならない。 

 (1) 屋内と階段室とは，バルコニー又は付室を通じて連絡するこ

と。 

(1) 屋内と階段室とは，バルコニー又は外気に向かつて開くことが

できる窓若しくは排煙設備（国土交通大臣が定めた構造方法を用

いるものに限る。）を有する付室を通じて連絡すること。

 (2) 屋内と階段室とが付室を通じて連絡する場合においては，階段

室又は付室の構造が，通常の火災時に生ずる煙が付室を通じて階

段室に流入することを有効に防止できるものとして,国土交通大

臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受け

たものであること。 

 (3) 階段室，バルコニー及び付室は，第6号の開口部，第8号の窓又

は第10号の出入口の部分（第129条の13の3第3項に規定する非常用

エレベーターの乗降ロビーの用に供するバルコニー又は付室にあ

つては，当該エレベーターの昇降路の出入口の部分を含む。）を

除き，耐火構造の壁で囲むこと。 

(2) 階段室，バルコニー及び付室は，第5号の開口部，第7号の窓又

は第9号の出入口の部分（第129条の13の3第3項に規定する非常用

エレベーターの乗降ロビーの用に供するバルコニー又は付室にあ

つては，当該エレベーターの昇降路の出入口の部分を含む。）を

除き，耐火構造の壁で囲むこと。

(4) 階段室及び付室の天井及び壁の室内に面する部分は，仕上げを

不燃材料でし，かつ，その下地を不燃材料で造ること。 

(3) 階段室及び付室の天井及び壁の室内に面する部分は，仕上げを

不燃材料でし，かつ，その下地を不燃材料で造ること。 

(5) 階段室には，付室に面する窓その他の採光上有効な開口部又は

予備電源を有する照明設備を設けること。 

(4) 階段室には，付室に面する窓その他の採光上有効な開口部又は

予備電源を有する照明設備を設けること。 

(6) 階段室，バルコニー又は付室の屋外に面する壁に設ける開口部

（開口面積が各々1平方メートル以内で，法第2条第9号の2ロに規

定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除

く。）は，階段室，バルコニー又は付室以外の当該建築物の部分

に設けた開口部並びに階段室，バルコニー又は付室以外の当該建

築物の部分の壁及び屋根（耐火構造の壁及び屋根を除く。）から

90センチメートル以上の距離にある部分で，延焼のおそれのある

(5) 階段室，バルコニー又は付室の屋外に面する壁に設ける開口部

（開口面積が各々1平方メートル以内で，法第2条第9号の2ロに規

定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除

く。）は，階段室，バルコニー又は付室以外の当該建築物の部分

に設けた開口部並びに階段室，バルコニー又は付室以外の当該建

築物の部分の壁及び屋根（耐火構造の壁及び屋根を除く。）から

90センチメートル以上の距離にある部分で，延焼のおそれのある
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改正後 改正前 

部分以外の部分に設けること。ただし，第112条第10項ただし書に

規定する場合は，この限りでない。

部分以外の部分に設けること。ただし，第112条第10項ただし書に

規定する場合は，この限りでない。

(7) 階段室には，バルコニー及び付室に面する部分以外に屋内に面

して開口部を設けないこと。 

(6) 階段室には，バルコニー及び付室に面する部分以外に屋内に面

して開口部を設けないこと。 

(8) 階段室のバルコニー又は付室に面する部分に窓を設ける場合

においては，はめごろし戸を設けること。 

(7) 階段室のバルコニー又は付室に面する部分に窓を設ける場合

においては，はめごろし戸を設けること。 

(9) バルコニー及び付室には，階段室以外の屋内に面する壁に出入

口以外の開口部を設けないこと。 

(8) バルコニー及び付室には，階段室以外の屋内に面する壁に出入

口以外の開口部を設けないこと。 

(10) 屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口には第1項第6号

の特定防火設備を，バルコニー又は付室から階段室に通ずる出入

口には同号の防火設備を設けること。

(9) 屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口には第1項第6号

の特定防火設備を，バルコニー又は付室から階段室に通ずる出入

口には同号の防火設備を設けること。

(11) 階段は，耐火構造とし，避難階まで直通すること。 (10) 階段は，耐火構造とし，避難階まで直通すること。

(12) 建築物の15階以上の階又は地下3階以下の階に通ずる特別避難

階段の15階以上の各階又は地下3階以下の各階における階段室及

びこれと屋内とを連絡するバルコニー又は付室の床面積（バルコ

ニーで床面積がないものにあつては，床部分の面積）の合計は，

当該階に設ける各居室の床面積に，法別表第1（い）欄（1）項又

は（4）項に掲げる用途に供する居室にあつては100分の8，その他

の居室にあつては100分の3を乗じたものの合計以上とすること。

(11) 建築物の15階以上の階又は地下3階以下の階に通ずる特別避難

階段の15階以上の各階又は地下3階以下の各階における階段室及

びこれと屋内とを連絡するバルコニー又は付室の床面積（バルコ

ニーで床面積がないものにあつては，床部分の面積）の合計は，

当該階に設ける各居室の床面積に，法別表第1（い）欄（1）項又

は（4）項に掲げる用途に供する居室にあつては100分の8，その他

の居室にあつては100分の3を乗じたものの合計以上とすること。
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47-11 

屋内と階段室とが付室を通じて連絡する場合の例 

（屋外）

付
室

（参考）屋内と階段室とがバルコニーを通じて連絡する場合の例

（屋外）

バ
ル
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